
『
H
H
U
H
-
u
H
U
H
-十

l
h
j

吋
M

M
』
1
1・

可
観
小
晩
寝
五

一
、
板
倉
周
防
守
の
一
失

板
倉
周
防
守
殿
、
一
生
に
二
つ
三
つ
も
仕
落
し
の
事
あ
り
。
さ
れ

E

も
名
人
の
名
を
被
得
候
故
、
あ
か
ら
さ
ま
に
不
知
候
。
右
内
膳
殿
へ

の
申
分
も
一
失
と
云
。

一
、
板
倉
周
防
守
親
殺
し
の
仕
置

久
世
大
和
守
殿
、
糊
紘
一
切
叫
は
句
或
時
板
倉
周
防
殿
江
戸
へ
被
参
候
時
分

噂
ら
れ
し
は
、
日
外
京
都
に
親
を
殺
せ
し
者
あ
り
と
開
候
。
此
罪
人

は
如
何
御
刑
法
被
成
候
哉
承
度
と
被
申
候
。
周
防
殿
、
扱
々
御
自
分

に
は
い
ま
だ
わ
か
く
御
入
候
に
、
御
心
か
け
ら
れ
か
様
の
事
を
御
聞

被
成
度
と
は
、
奇
特
の
事
に
候
。
語
て
き
か
せ
可
申
候
。
共
者
は
或
夜

賀
茂
川
の
漣
へ
引
出
し
首
を
切
、
共
夜
に
う
づ
ま
せ
申
候
と
あ
り
。

大
和
殿
、
是
は
蜜
邦
人
の
事
に
候
成
、
左
様
に
被
成
候
は
、
何
と
ぞ
思

召
も
候
や
承
度
と
被
申
候
。
さ
れ
ば
と
そ
御
不
審
な
く

τ不
叶
所
に

て
候
。
御
心
が
け
故
か
ゃ
う
の
事
御
帯
、
近
頃
感
入
候
。
只
今
迄
被

帯
よ
と
存
候
へ
ど
も
、
と
ふ
人
も
左
〈
候
。
御
若
く
候
閑
よ
く
御
聞

置
候
へ
。
惣
じ
て
仕
置
と
申
も
の
は
、
勧
善
懲
悪
二
つ
を
以

τ致
事

ゆ
ゑ
、
悪
事
を
な
せ
し
も
の
を
ぽ
共
程
々
に
廠
じ
、
或
は
斬
罪
、
或

は
戸
を
か
け
て
さ
ら
し
‘
科
の
騒
霊
姓
名
を
記
て
立
申
候
。
惑
を
た

左
術
門
組
制
強
五
郎
と
一
冨
者
‘
父
を
刺
殺
し
共
身
も
自
殺
し
ぬ
。

三
郎
左
衛
門
心
附
候
は
、
自
殺
な
が
ら
戦
v
父
も
大
罪
に
候
問
、
磯

に
も
可
罷
成
哉
と
執
政
の
諸
大
臣
へ
申
断
候
慮
、
自
殺
の
上
は
飢

心
と
申
者
に
候
。
能
心
の
も
の
、
何
の
食
曲
粛
に
も
及
申
ま
じ
き
と

の
事
に
て
、
常
の
自
殺
人
同
事
陀
罷
成
、
寺
へ
葬
り
し
。
有
識
の

者
邦
の
常
刑
を
失
ふ
事
を
潜
に
嘆
き
ぬ
。
比
四
日
締
裳
の
定
公
と
云
人

の
時
、
共
闘
に
父
を
殺
す
る
者
あ
り
。
有
司
の
者
告
た
り
。
定
公

大
に
驚

τ、
不
v
鋸
そ
の
座
席
を
失

τ、
扱
目
。
院
定
某
が
罪
な
り
。
某

後
事
の
者
の
震
に
、
共
罪
人
の
刑
罰
を
定
む
と
て
、
定
・
め
ら
る
L
様

は
、
医
と
し
て
君
を
殺
せ
ば
.
凡
官
に
あ
る
も
の
殺
し
て
赦
す
事

勿
れ
。
子
と
し
て
父
を
殺
せ
ば
、
凡
宮
に
あ
る
も
の
殺
し
て
赦
す

グ
S
F

と
と
な
か
れ
。
英
人
を
殺
し
、
共
の
室
を
壊
ち
、
共
宮
を
袴
め
て

瀦
め
よ
。
扱
君
た
る
人
は
、
月
を
験
て
僑
を
血
中
よ
と
定
め
ら
れ
た

り
。
大
抵
に
て
は
刑
法
不
営
れ
ば
な
り
。
但
共
倒
を
置
く
せ
ん
と

て
、
火
あ
ぶ
り
或
は
寧
裂
な
ど
h

去
は
.
淫
刑
と
て
不
用
と
と
な

り
。
凡
官
に
あ
る
と
は
官
を
以
て
云
た
り
。
凡
宮
に
あ
る
と
は
人

々
の
家
々
を
去
。
共
宮
を
湾
め
る
と
は
、
此
宮
は
宅
地
の
事
た
り
。

扱
君
た
る
入
、
月
を
騎
て
鋳
を
事
よ
と
は
、
酒
を
不
飲
し
て
自
ら

可
腕
小
説
巻
五

八
r、

せ
ぽ
如
此
の
罪
に
行
は
る
L
程
に
、
惑
を
や
め
よ
と
の
見
せ
し
め
に

候
。
此
者
の
事
は
親
を
殺
す
る
罪
.
た
と
へ
火
あ
ぶ
り
に
い
た
し

候

τも
、
不
重
罪
に
候
へ
ど
も
‘
一
向
此
者
は
首
を
切
て
ひ
そ
か
に

う
め
さ
せ
申
候
。
心
あ
る
事
に
て
候
。
此
も
の
を
も
さ
や
う
に
致
候

へ
ば
、
停
へ
聞
く
も
の
L
内
、
扱
は
訟
や
を
も
殺
す
も
の
あ
り
と
い

ふ
事
を
し
り
候
へ
ば
‘
ふ
と
親
を
殺
す
心
も
い
で
ま
じ
き
も
の
に
も

無
之
候
。
又
か
様
に
切
扮
候
へ
ぽ
.
中
に
、
日
外
親
を
殺
者
あ
り
し

と
き
く
。
僑

p
た
ら
ん
。
あ
る
ぺ
き
事
に
も
た
し
。
若
あ
ら
ば
霊
罪

に
行
は
れ
で
は
不
叶
事
と
申
も
の
も
出
来
、
訟
の
づ
か
ら
沙
汰
も
た

く
成
申
候
。
左
候
へ
ば
結
局
悪
を
止
る
の
心
に
て
候
と
の
哨
に
て
、

和
州
と
と
の
外
感
心
に

τ、
何
と
成
行
候
や
不
審
に
存
じ
‘
耳
を
傾

て
承
候
に
、
御
唱
に
て
兎
角
可
申
糠
も
無
之
、
後
畢
た
り
と
被
申
候

と
也
。愚

目
。
紙
v
父
大
逆
罪
、
防
州
の
裁
断
一
風
か
は
り
て
面
白
き
い
た

し
様
と
は
可
申
欺
。
聖
賢
の
刑
法
に
て
は
無
之
候
。
共
常
法
を
知
て

も
、
一
時
の
権
道
に
て
か
く
す
べ
き
は
格
別
也
。
若
無
左
候
は
ど

無
知
妄
作
.
私
意
の
た
す
所
と
云
ぺ
し
。
不
v
由晴無
v
術
の
族
、
多
く

は
か
様
の
所
に
常
道
を
失
候
。
元
総
年
中
御
持
筒
足
級
頭
原
三
郎

ぜ

倒
せ
る
意
。
此
刑
法
の
簡
要
は
此
に
あ
り
。
定
公
の
自
ら
倒
せ
ら

れ
し
事
も
知
申
侍
る
な
り
。

一
、
御
鎚
餅
肌
自
の
起
り

家
光
公
御
迄
は
、
御
鋭
餅
正
月
廿
自
に
御
椀
た
り
。
此
廿
日
と
云
は

叙
の
忍
柄
と
申
に
か
た
ど
り
候
よ
し
也
。
然
に
廿
日
菟
御
被
遊
候
。

共
翌
年
林
道
春
へ
御
老
中
、
何
・
日
可
然
哉
と
御
等
候
へ
ば
、
暫
考
て
、

十
-
日
可
然
か
と
云
。
何
故
と
問
ひ
給
ふ
。
十
一
と
は
士
と
申
字
に

候
へ
ば
、
士
の
日
と
申
意
に
て
宜
し
か
ら
ん
か
と
申
上
。
共
よ
り
十

一
日
に
極
り
た
り
と
。
鰐
官

一
、
家
康
公
と
の
し
ろ
を
暗
ま
る
L
事

乙
の
し
ろ
と
去
魚
は
、
士
た
る
も
の
食
不
申
候
と
云
事
如
何
と
等
候

へ
ば
、
此
魚
を
燐
候
へ
ば
人
を
火
葬
す
る
の
臭
致
し
、
け
が
れ
に
立

と
の
訟
也
。
附
一
削
除
削
味
担
-

東
路
の
室
の
八
嶋
に
立
煙
縫
が
と
の
し
ろ
に
っ
た
せ
ゃ
く
ら
ん

此
っ
た
せ
と
去
は
、
今
俗
に
去
っ
の
じ
と
云
魚
の
事
と
ぞ
。
州
一
山

vuh
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ば
説
明
家
康
公
と
の
し
ろ
を
御

噌
み
被
召
上
候
に
付
、
本
多
佐
渡
守
殿
笑
止
が
り
で
或
時
登
城
し
、

今
日
は
御
相
伴
仕
候
と
て
選
出
な
し
。
公
も
依
州
事
故
、

ゆ
る
り
と

八
七




